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第１回 消費者契約に関する検討会 

 

 

１．日 時：令和元年12月24日（火）17:30～19:09 

 

２．場 所：中央合同庁舎第４号館４階共用第４特別会議室 

 

３．議 題 

（１）検討会の進め方等 

（２）消費者契約法に関するこれまでの検討状況について 

（３）「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境

整備等に関する検討会」における検討状況について 

（４）意見交換 

 

４．出席者 

 （委員） 

山本敬三委員（座長）、沖野委員、垣内委員、河村委員、楠委員、小浦委員、

髙橋委員、坪田委員、遠山委員、西田委員、平尾委員、山下委員、山本和彦

委員（座長代理）、渡辺委員 

（事務局） 

坂田審議官、加納消費者制度課長 

 （オブザーバー） 

 国民生活センター、法務省、最高裁判所 
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【１．開会】 

 

○加納消費者制度課長 それでは定刻でございますので、第１回「消費者契約

に関する検討会」を開催いたします。 

 本研究会の座長でございますが、今般、消費者庁長官の指名により、京都大

学の山本敬三先生にお願いしております。 

 それでは、山本座長、よろしくお願いいたします。 

○山本座長 本検討会の座長にあらかじめ指定されました、山本敬三と申しま

す。 

 大変僭越ではありますが、衆知を尽くして課題に応えていきたいと思います

ので、どうぞよろしく御協力のほど、お願い申し上げます。 

 とりわけ本日は、年末の御多用の時期に御参集いただきまして、本当にあり

がとうございます。 

 まず、消費者庁の坂田審議官より、御挨拶をいただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○坂田審議官 消費者庁の審議官の坂田でございます。 

 本日は、年末の大変お忙しい中、委員の先生方におかれましては、お集まり

いただきまして本当にありがとうございます。 

 消費者契約法につきましては、本年９月に、消費者契約法改正に向けた専門

技術的側面の研究会により報告書が取りまとめられたところでございます。 

 これは、専ら法技術的な側面を中心に検討したものでございますけれども、

今後更に実効性の確保や、実務への影響の観点も踏まえまして、検討を行う必

要があると考えております。 

 また、デジタル・プラットフォームに関する課題とも関係があることから、

去る12月５日には消費者庁の主催で第１回目の会合が開催されました、「デジ

タル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関す

る検討会」とも十分に連携をとりながら検討を行っていきたいと考えておりま

す。 

 従来からの消費者契約の論点のみならず、デジタル関係の課題も考慮に入れ

ながら検討を深めてまいりたいと思っております。 

 それでは、御審議のほう、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○山本座長 坂田審議官、どうもありがとうございます。 

 次に、資料の確認をいたします。 

 事務局からお願いいたします。 
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【２．検討会の進め方等(議題１)】 

 

○加納消費者制度課長 本日の検討会は、ペーパーレス会議システムを利用し

ております。 

 お手元に、こちらのiPadを皆様の机の上に置かせていただいておりますけれ

ども、こちらのホームボタンを押していただきますと、資料がご覧いただける

状態になっております。 

 また、使い方につきましては、お手元にA4の資料閲覧画面の見方というもの

をお配りしておりますので、適宜ご覧いただきながらと思います。 

 画面中央の上付近に個人共有とありまして、その共有ボタンが青くなってお

りますと、今、私が発表者となっておりますけれども、発表者と同じ画面が見

られると。発表者が画面を動かすと、自動的に皆様の画面も変わるようになっ

ています。こちらのスクリーンは、傍聴の方もご覧いただくという趣旨で、傍

聴の方も、今日はペーパーレスでございますので、こちらの画面をご覧いただ

くということでやっております。 

 この発表者ボタンは皆さんが押しますと混乱しますので、押さないでいただ

きたいと思いますが、個人で見たいというときには、共有ボタンでなくて個人

モードというところを押していただきまして、そちらが青になって個人モード

のほうになってスクロールしていただきますと、見たいところを見ることがで

きるようになってございます。 

 また、資料の切りかえにつきましては、右端に資料ボタンというのがござい

まして、個人モードにして、右上の紙がめくっているようなボタンがあります

が、そこを押していただきますと、資料を切りかえるというふうになっており

ます。 

 御不明点がありましたら、事務局のほうにお尋ねいただきましたら、対応さ

せていただきます。 

 それでは、本日の資料の確認でございますが、まず、議事次第にあるとおり

でございますが、資料の１－１が本検討会の開催要領でございます。 

 資料１－２が委員の名簿。 

 資料１－３が運営要領でございます。こちらについては、後ほどお諮りをさ

せていただければと思います。 

 資料１－４が本検討会の検討スケジュールとなってございます。 

 資料２以下でございますが、まず２－１から２－３まで、２－１は、先ほど

座長からも御紹介ありました９月までやっておりました専門技術的側面の研究

会の報告書の概要、それから意見募集も行いましたので、その結果でございま
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す。これは、後ほど、また事務局から御説明いたします。 

 資料３－１、３－２のところは、これも先ほど審議官から申し上げましたが、

デジタル・プラットフォームに関する検討会というのを消費者庁で別途やって

おりまして、それの資料でございます。これとの関係についても、後ほど御説

明をさせていただきたいと思います。 

 資料につきましては、以上でございます。 

○山本座長 ありがとうございます。 

 それでは、まず資料１－３の運営要領についてお諮りをいたします。 

○加納消費者制度課長 それでは、資料１－３の運営要領でございますけれど

も、画面のほうで出ておりますが、これを諮りしたいと思います。 

 １、２は記載のとおりでございますが、３ですが、検討会は原則として公開

とすると。ただし、特段の理由があると座長が認める場合には、検討会の全部

または一部を非公開とすることができるとさせていただいております。 

 ４でございますが、議事要旨及び検討会における配付資料について、原則公

表と書いてございますが、ここで私どもの事前の準備のできが悪くて恐縮です

が、５のほうで、議事録につきましては、作成して公表させていただいており

まして、議事要旨につきましては、議事録を作成公表する場合には、必ずしも、

準備はさせていただいていないところでございまして、委員の皆様の御異存が

なければ、４．の「議事要旨及び」のところは削除をさせていただきまして、

検討会における配付資料は、原則として公表する云々とさせていただければと

思うところでございます。 

 ６は、座長は、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致する

ことができるということでございまして、何かそういったニーズがありました

ら、有識者の方にお越しいただくこともできるようにするというものでござい

ます。 

 そのほか、７ですが、この要領に定めるもののほかは、座長が検討会に諮っ

て定めるというものでございます。 

 以上であります。 

○山本座長 以上のとおりですが、この運営要領を検討会として決定すること

に御異議ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山本座長 それでは、この案のとおり決定をいたします。 

 続きまして、本検討会の委員を紹介いたします。 

 事務局より、お願いいたします。 
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○加納消費者制度課長 資料１－２でございますけれども、委員等名簿をお付

けしております。委員の御紹介は、１－２の資料をもってかえさせていただけ

ればと思います。 

 なお、本日は、後藤準委員及び山本龍彦委員が所用により御欠席でございま

す。 

 以上でございます。 

○山本座長 ありがとうございます。 

 次に、先ほど決定されました運営要領に基づき、座長としまして、山本和彦

委員を座長代理に指名をいたします。御内諾は得ております。 

 また、本検討会のオブザーバーとして、独立行政法人国民生活センター、法

務省及び最高裁判所からも御出席いただいています。 

 それでは、議論に入っていきたいと思います。まず、事務局から資料の説明

をお願いいたします。 

 

【３．消費者契約法に関するこれまでの検討状況について(議題２)】 

 

○加納消費者制度課長 それでは、事務局から資料を御説明いたします。 

 資料のほうは、まず、２－１でございますけれども、消費者契約法改正に向

けた専門技術的側面の研究会の報告書でございます。 

 また、概要につきましては、資料２－２のほうでお付けしておりますので、

主として概要のほうで御説明差し上げたいと思います。 

 資料２－２をご覧いただきますと、この専門技術的研究会でございますが、

平成30年の消費者契約法改正時の国会における附帯決議におきまして、早急に

必要な措置を講ずべきとされた事項が幾つかございます。 

 こういったことを踏まえまして、社会経済情勢の変化への対応、法制的・技

術的な観点からの検討、更には行動経済学等の視点という観点から研究会を開

催いたしまして、今年の９月に取りまとめたというものでございます。 

 委員等は、この概要に書いてあるとおりでございます。 

 資料２－２の中身の御説明に入る前に、資料２－１のほうで総論的事項につ

いて、御紹介をさせていただきますと、資料２－１の３ページのⅡというとこ

ろで「総論的事項」というものがございます。 

 その中の「第１ 消費者契約法のアプローチの多様化」という点でございま

すが、この研究会における１つの特徴と申し上げますか、そういうもので御紹

介いたしますと、３ページの第１の１段落目にありますのは、消費者トラブル

が多種多様であってすき間が生じやすいということから、そういったものに包
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括的迅速に対応することが可能な規範であることが望ましいとしておりますが、

２段落目には、一番下の段落にありますように、消費者契約法の規律は、従前

はどちらかといいますと、一般的・平均的な消費者を念頭に置いていろいろな

規律を設けてきたという経緯であると思いますが、近年では、脆弱な消費者と

言われることもありますが、そこで念頭に置かれる消費者が、必ずしも一般的・

平均的な消費者とは言いがたい者を対象とするというものでありまして、念頭

に置く消費者像が多様化してきているという点を、私どもとしては受けとめな

ければならないという問題意識を持っておりまして、そういうものを念頭に置

きますと、例えば、「浅慮」とか「幻惑」とかいろいろ言っておりますが、新

たなアプローチも検討する必要があるのではないか。 

 さらに、４ページでありますが「この点に関し」とありますけれども、他の

法律の規定を見ますと、いろいろなバリエーションがあるということでありま

して「例えば」と書いてありますところで、積極的な作為義務を課すものとか、

業法上の禁止行為などもある。 

 さらには、行政規制などもあるわけですが、そういったものをどう取り込ん

でいくかという問題意識のもとで検討されていたというものであります。 

 さらに「併せて」という段落にありますように、いわゆる行動経済学の知見

というものも念頭に置きながら検討するというものでありまして、最後の「こ

のように」という段落でまとめて書いてございますが、消費者契約法の在り方

の検討に当たっては、消費者問題の特性や他の消費者保護に関わる法律の規律

手法、消費者契約法そのものの位置づけの変化等を踏まえつつ、多様なアプロ

ーチの可能性を排除せず検討を進めていくことが重要ということでありまして、

今般、御議論いただく際にも、こういう観点は参考になるのではないかと思わ

れるところであります。 

 以上が前置きでございまして、それで資料の２－２のほうに戻っていただき

まして、その裏のほうですが、論点としましては、１、２、３、４とございま

すが、いわゆる「つけ込み型」勧誘、平均的損害額の立証責任の問題、契約条

項の事前開示、消費者に対する情報提供、こういった４つの論点につきまして、

考え方１、２、３と幾つかございますが、こういった考え方について、研究会

として取りまとめていただきまして、関係者の御意見、この関係者というのは

消費者サイド、事業者サイド双方でございますけれども、意見を聞きながら引

き続き検討を進めるとされているところであります。 

 考え方Ｉは「消費者の判断力に着目した規定」というものでありまして、判

断力の著しく低下した消費者が、その生計に著しい支障を生じさせるような契

約を締結した場合に、取消権を付与するということを原則としつつ、親族等の
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適当な第三者が、一定の関与をした場合には、これを考慮すると、こういう枠

組みであります。 

 考え方Ⅱが、「浅慮」、「幻惑」という心理状態ということでありまして、

これは先ほどのアプローチの多様化というところですが、従前の消費者契約法

の誤認、困惑類型では、取り込めないものをどうアプローチしていくか。 

 もちろん、一方で包括的な受け皿規定を設けるのだという考え方もあるとこ

ろでありまして、後ほど御紹介するパブリックコメントでは、そういう御意見

も一定数寄せられているところではありますが、規律の明確化でありますとか、

切り出しとか、そうことを念頭に置きますと、誤認、困惑では捉え切れないよ

うな事案について、新たに類型化していくというアプローチもあるのではない

か。 

 １つは、「浅慮」というものでありまして、これは消費者庁におきまして、

徳島オフィスにおける心理学的な研究というのを背景にして、この研究会でも

整理をしていただいたものでございますが、消費者の心理状態として、こうい

ったものもあり得るのではないか。 

 困惑類型としては、検討時間を不当に制限し、当該時間内に契約を締結しな

ければ利益を得ることができない旨を告げる行為と、こういうふうに言ってお

りますが、こういった事例などを念頭に検討してはどうかというものでありま

す。 

 「幻惑」でありますが、従前の困惑類型では、取り込めないものがあるので

はないか。困惑では、消費者を困らせるというものでありますので、そうでは

なく、不用意に喜ばせるとか、期待をあおるとか、そういったことによって、

不要不急な商品を購入させる類型をどう取り込むかというものでありまして、

消費者の期待をあおり、当該契約を締結すれば、願望が実現する旨を告げるな

どの行為を取り込んではどうか、こういう御提案であります。 

 考え方Ⅲは、困惑類型に関してでありますけれども、包括規定を設けたらど

うかというものでありまして、できるだけ、受け皿的機能を持たせる必要があ

るという御意見もある一方で、規定の明確化も図らなければならないという要

請も他方である。その調和を図るという観点から、困惑類型については、現行

法が１号から８号までということで、かなり類型化されてきておりますので、

そういうのを取り込むような形で包括的を検討してはどうか。 

 ただし、適用範囲の明確性を確保するという観点からでありますが、先ほど

多様なアプローチのところでも触れましたけれども、行政規制なども念頭に置

くということで、各種業法における消費者保護規定を参酌するような規定を検

討してはどうかというものであります。 
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 それから、２番の平均的損害額の立証負担の軽減でありますけれども、考え

方Ｉにつきましては、推定規定を設けてどうか。これは、従前の消費者委員会

における御議論でも、こういった方向性が示されたところでありますが、そう

いった推定規定を設けてはどうかというものであります。 

 それに加えまして、考え方Ⅱというところで、資料の提出を促す規定という

ものでありまして、具体的には１つ目の白丸にありますように、積極否認の特

則という形で、事業者に、消費者側の主張を否認するのであれば、その理由を

明らかにしていただくということで、平均的損害額の算定根拠の任意の説明を

促すという規律を設けてはどうか。 

 ２つ目の白丸でありますけれども、さらには、事業者の説明内容について、

やはり客観的に検証していく必要もあるでしょうということでありまして、一

定の範囲内で資料の提出の義務を課す、文書提出命令の特則を設けていくとい

うものであります。 

 他方で、もちろん営業秘密の保護への配慮が要請されますので、例えば相手

方当事者には秘密保持義務を課すとか、主体は適格消費者団体のような特定の

者に限るとか、そういった御議論がございました。 

 さらに、これは訴訟法上の制度となりますので、それを更に超えて、訴訟に

至る前に、適格消費者団体が事業者と任意の交渉をするケースもございますが、

そういった場合に、資料の提出を促すような根拠規定を設けると、それを構成

する１つの在り方として実体法上の資料請求権として構成してはどうかという

御議論もございました。 

 それから、３、４でありますけれども、契約条項の事前開示及び消費者に対

する情報提供の考え方でありまして、いずれも努力義務の範疇で検討したらど

うかというものでございますが、３の契約条項に関しましては努力義務規定と

して開示請求権、これは民法の定型約款の規定に関する、その開示請求権であ

りますけれども、それに関する情報提供の努力義務を事業者に課すというもの

であります。 

 さらには、２つ目の白丸でありますけれども、定型約款がなかなかわかりに

くいという御意見は根強く聞かれるところでありますので、容易に確認できる

状態に置くような努力義務を置くと。これはあくまで努力義務ということであ

りまして、当該事業者においてできる範囲の中で十分だという発想ではありま

すけれども、そういう議論がされております。 

 ４の消費者に対する情報提供につきましては、「つけ込み型」勧誘の議論を

踏まえて検討が必要であると、こういった議論がされているというところでご

ざいます。 
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 以上が研究会の概要でございまして、続きまして、資料２－３でありますけ

れども、９月に研究会の報告書を取りまとめまして、その後、１カ月間ほど意

見募集を行いました。その概要について御紹介いたします。 

 意見の提出期間等は、２にあるとおりでありまして、３にあるとおり5,729名

の個人、団体の方から御意見を頂戴したというところでございます。 

 それにつきまして、特徴的なところ、詳細はまたご覧いただければと思いま

すが、かいつまんで御紹介をいたしますと、端的に申し上げますと、総論とし

ましては２ページのところでありますけれども、最初の黒丸にありますように、

明確化という形では適用範囲を絞り込むというのはよくないのではないかとい

うような御指摘がある一方で、下から４つ目の黒丸にありますように、現行法

と整合的な要件とするとともに、消費者及び事業者双方にとって問題となる事

案への当該規定の適用の有無を明確かつ容易に判断できるよう、客観的に判断

可能な具体的な要件を定立すべきであるという御意見も、一方であるというと

ころであります。 

 次の３ページ以下では、考え方Ｉから始まりそれぞれにつきまして、積極的

な立場の御意見、それから消極的な立場の御意見ということで、代表的なもの

を御紹介しているところであります。 

 積極的な御意見、例えば判断力に着目ということでありますけれども、１つ

目の黒丸にありますように、適用範囲を限定し過ぎないようにといった立場か

らの御意見もあるところであります。 

 他方で、３ページの下から２つ目の黒丸にありますように、この判断力が著

しく低下したというのは、解釈を明確にすべきでありますとか、４ページの上

から２つ目の黒丸にありますように、判断力が著しく低下した消費者かどうか

を、相手方事業者が認識することは極めて困難ではないかといった御指摘もあ

るところであります。 

 ５ページのほうに飛びますけれども、第三者が一定の関与をするということ

につきましては、積極的な御意見、消極的な御意見もございますが、５ページ

の一番下のあたりからですけれども、いろいろ書いてございますが、６ページ

の一番上のところですけれども、第三者の関与次第で取消しができなくなると

することによって、第三者が支援に躊躇することがあってはならないのではな

いかという御指摘もあったところであります。 

 ７ページ以下は、「浅慮」、「幻惑」に関するものでありまして、７ページ

の下から３つ目の黒丸のところにありますように、こういった新しい規定を設

けるのであれば、こういった「浅慮」、「幻惑」という心理状態は、消費者契

約の事業者の行為の不当性との関連が薄いのではないかとか、一番下の黒丸に
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ありますように、「浅慮」、「幻惑」というのは具体的にどういう状態をいう

のか明らかでないのではないかという御指摘もあるところであります。 

 また、８ページの「幻惑」の規定を設けることに慎重、積極な御意見の下か

ら２つ目のところなのですけれども、困惑類型とは別に幻惑類型を新たに設け

る必要あるかは慎重に検討すべきという御意見もあるところであります。 

 10ページの考え方Ⅲの困惑類型の包括的規定でありますけれども、こちらも

積極的な御意見、消極的な御意見両方ございますが、上から２つ目の黒丸にあ

りますように、包括規定を困惑類型に限らず不当勧誘一般について受け皿とな

る包括的規定を設けるべきという御意見は従前から根強くあるところでありま

すけれども、その一方で、真ん中あたりにある、慎重、消極的な御意見の一番

上の黒丸でありますけれども、そういったものについては反対するという御意

見もあるところであります。 

 12ページの立証責任の負担の軽減についてというところの、考え方Ｉの推定

規定の創設でありますが、積極的な御意見もあるところですけれども、慎重、

消極的な御意見として、上から４つほどありますが、具体的にどういう場合に

機能するのかと、現実的にほとんど機能しないと思われ賛成しかねるといった

実務家の方の御意見もあるところです。 

 それから、文書提出命令の特則に飛ばしていただきまして、14ページであり

ますけれども、ここも積極的な御意見、消極的な御意見というのは双方ござい

ますが、14ページの一番下のあたりでありますけれども、事業者サイドからの

御意見でございますが、客観的・具体的な要件を定める等、事業者にとって現

実的に対応可能な規定となるように慎重に御検討をいただきたいといった御意

見もございます。 

 次の15ページの一番上の黒丸でありますけれども、営業秘密との兼ね合いに

ついて検討すべきであるといった御指摘もございます。 

 16ページのほうの適格消費者団体が実体法上の資料提出請求権を有するとい

う提案につきましては、これも16ページの真ん中あたり、慎重、消極的な御意

見の一番上の黒丸でありますけれども、客観的・具体的に要件を定める等、事

業者にとって現実的な対応となるように検討いただきたいといった御意見が見

られるところでございます。 

 パブリックコメントの状況については、概ね以上でございます。 

 

【４．「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引にお

ける環境整備等に関する検討会」における検討状況について 

(議題３)】 
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 続きまして、資料の３－１、３－２のところで、先般、消費者庁で開催され

ましたデジタル・プラットフォーマーに関する検討会の資料と議論の様子をお

付けしております。 

 まず、資料の３－１が「現状と今後の課題」と書いてございますが、これは

プラットフォーマーの検討会での説明資料であります。 

 １ページをご覧いただきますと、データの御紹介がありまして、２ページ目

のほうで、従前の通信販売取引といいますのは、こういう一方向的なものであ

るのに対し、３ページ目のプラットフォーマーが関与する形態は、枠組みであ

りますように、２面市場をつなぐことによるネットワーク効果ということで、

非常に多様な取引が行われる。 

 クロスボーダーの問題でありますとか、消費者行動の情報、データの問題で

ありますけれども、蓄積されて消費者に対し双方向的な広告などが可能になっ

ているとか、CtoC取引、消費者も売り主として関与するが、匿名の取引も多い

といったことを指摘しております。 

 それで、データを６ページ以下でも幾つかお付けしておりますが、８ページ

で個別事例ということで、最近の消費者庁あるいは国民生活センターにおいて

公表している事例で、特に今後念頭に置くべきと思われるものを幾つか御紹介

しております。 

 例えば、模倣品とか債務不履行もございますが、不当勧誘規制のほうで、関

係し得るものとしては、上から３つ目のチケット転売サイトというところでご

ざいまして、viagogoと名前を明示しておりますが、チケット転売サイトがあり

まして、チケット購入しようとしたところを購入完了まで残り時間が、あと３

分、２分、１分という形でカウントダウン表示されるということでありまして、

早く購入しないとチケットを購入できなくなると思い込んで購入したけれども、

実はそこのサイトから１回出て戻ってくると、もう一回カウントダウンが始ま

るということで、実はそうではないということで、急かされた勧誘とも言える

のではないかと思われる事例であります。 

 それから、９ページにありますように、消費者から見ますとプラットフォー

マーが用意した契約条件などに基づいて、当事者が取引を行うということであ

りまして、買主の消費者がプラットフォーマーの看板や対応などを信用して取

引に入っているというところを、消費者の認識と、現実には10ページにありま

すが、契約はあくまでも出品者と消費者の間の、一番下の黒い矢印で契約が締

結されているだけであって、「プラットフォーム企業は直接関与しないよ」と

言われることが多いという、認識と実態とのギャップを問題意識として持つべ
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きではないかというところであります。 

 それで、いろいろと今後検討していくものとして指摘されたものもございま

すが、１つはプロファイリングの問題でありまして、14ページからターゲティ

ング広告の例で、これは企業の対応としてオプトアウト、広告配信を希望しな

いのであればその設定から出て行くこともできるようにしている例もあるとい

うことで御紹介をしております。 

 そういうふうに対応しているプラットフォーム企業もあるということであり

ますが、そうでないところについて、どうするかという問題意識でもあります。 

 15ページで、いわゆるパーソナライズド・プライシングということで、人に

よって値段が変わることがあるということで、EUなどでは問題意識を持たれて

いるということの御紹介。 

 それから、特に消費者契約法との関係では関係が深いのではないかと思われ

る点が、16ページの不当条項の関係でありまして、いわゆるサルベージ条項、

これは従前から議論があったところでありますけれども、このプラットフォー

マーにおいても、よく見られると、私どもは見ておりまして、こういうものに

どう対応するか。これがプラットフォーマー特有の問題と言うべきなのか、あ

るいは消費者契約一般に通ずる問題と捉えるのであれば、消費者契約法におい

て何らかの手当をするということも考えられると思われます。 

 ２つ目の黒丸が、契約の変更が非常に多いにもかかわらず、それが利用者に

とってはなかなか認知されていないという問題もございまして、規約変更に係

る一方的通知と同意の擬制ということであります。２文目、３文目ぐらいから

ありますけれども、○○が更新版の本規約を掲示した後も、利用者が継続して

利用される場合には、それによって利用者がこの規約の改定に同意したものと

みなしますという形の同意の取り方が多いという点であります。 

 この点は民法の改正の定型約款ルールの中で、定型約款の変更ルールがある

ところでありますけれども、こういった形での変更条項をどう見るかは、検討

の余地があるのではないかというところであります。 

 あと、消費者からの異議申立て等私法上の権利制限というのも幾つか見られ

るという点でありまして、こういったものについて、今後の検討の方向性とし

て２つ、取引の場の提供者の役割、更には消費者に対する情報提供というのが

整理されたところでありまして、消費者庁におけるこの問題の今後の検討とし

ては、赤の①の検討会、さらに青の①、②の検討会、これは、どちらかといい

ますと、消費者がどう向き合えばよいかという、消費者啓発とか消費者教育と

か、そういう文脈の検討でございますが、そういう検討をしつつ、他方でデジ

タルに加えて、従来からの消費者問題もあるということで、こちらの消費者契
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約に関する検討会、更には特商法等の制度的な検討とも連携するとされたとこ

ろであります。 

 プラットフォーム検討会に関しては、特に、どういう御意見があったかとい

う点と、それが、こちらの消費者契約に関する検討会にどうつながるかという

点につきまして、資料３－２で簡単にまとめましたので御紹介いたします。こ

の第１回のプラットフォーマー検討会の議論の概要としまして、取引の場の提

供者としての役割であるとか、利用規約の問題とか、こういったところが議論

されました。 

 本検討会で、これは事務局のほうで整理したものでございますが、第１回の

プラットフォーム検討会で出た御議論を踏まえますと、消費者契約法あるいは

消費者契約に関する規律ということで、受けるべきものがあるとするならば、

１つは規約の問題、１つは表示説明責任のわかりやすさの問題ということで、

契約条項の事前開示と努力義務のような論点がございますけれども、そこに比

較的近いのではないかと思われますが、こういった問題。 

 それから、先ほど幾つか御紹介いたしましたが、サルベージ条項その他の不

当条項の可能性があるのではないかという問題。 

 さらには、差止めの在り方としておりますが、プラットフォーム企業の利用

規約が組み込まれた取引当事者の契約における不当条項の在り方ということで、

ちょっと絵を描いておりますけれども、プラットフォーマーが作成準備した規

約を、出品者、購入者間でそのまま使うことが多いと思われるということであ

りまして、そういった場合に、この出品者、購入者間で使用している契約に不

当条項が組み込まれた場合の適格消費者団体の差止請求でありますが、現行は

個々の出品者ごとに差止請求するということでありますけれども、根っこは、

このプラットフォーマーが作成した契約、利用規約にあるとするならば、ここ

に何らかの手当を及ぼすべきではないかという問題意識であります。 

 このほうが紛争の抜本的解決にはつながるのではないかというところであり

まして、この点については、また今後、この検討会でも御議論いただければと

思うところであります。 

 もう一つは、２のプロファイリングの問題もあるのではないかということで

お示しをしているところでございます。 

 長々となって恐縮でございますけれども、事務局からは以上であります。 

○山本座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今回は第１回ということでもありますので、各委員から、今、事

務局から説明しました資料についてでも結構ですし、ほかに消費者契約に関し

て委員の皆様が今後議論すべきだと考えておられる事項などにつきまして、お
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時間の関係もありますので、３分程度で簡単にコメントをいただければと思い

ます。 

 御発言される際には、お手元のマイクのスイッチをオンにして御説明をお願

いします。 

 そして、御発言が終わりましたら、その都度、マイクのスイッチをオフにし

てくださるようお願いいたします。 

 それでは、御着席をいただいている順に、私から見て右側の沖野委員からお

願いいたします。 

 

【５．意見交換(議題４)】 

 

○沖野委員 詳細に御説明いただきまして、ありがとうございました。 

 非常に雑駁ですけれども、少し気になっていることを申し上げたいと思いま

す。 

 今回の検討におきましては、何よりも消費者契約法というのをどうするかと

いうことが非常に大きな問題の１つということになると理解しております。 

 消費者契約法も既に年数を積み重ねてきたわけですし、議論も様々に検討さ

れてきましたけれども、特にその中で感じますのは、今回、加納課長が最初の

ところで、消費者契約法の性格と、あるいはその役割というものを、いろいろ

な議論の際に常に念頭に置く必要があると言われた点でございます。 

 具体的には、消費者契約法に、例えばルールの明確性ということが求められ、

そのこと自体は、一般論としては非常に重要なことでありますけれども、消費

者契約法というものが、どういう役割を担うのか、しかも消費者契約法という

のは、自己完結的な法ではありませんので、様々な段階あるいは性質の法律が

ある中で、消費者契約にどのような役割が期待されるかということを常に考え

ていく必要があると考えております。 

 一方では、民事法としての民法のような一般法があり、他方で、個別に具体

的なルールについては、業法の形での個別の業法もある。 

 さらには、ソフトローが展開していくべき領域もあるといった中で、それら

のそれぞれの役割を踏まえつつ、消費者契約法があることによって、例えばソ

フトローを伸ばせるとか、そういった点も常に考えていく必要があると考えて

おります。 

 何より消費者契約法は、もともとその成立の段階において社会におけるイン

フラの一環として、当時言われました、自己責任、自己決定を支える法として

役割を期待されました。その意義は、今も変わっておりません。 
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 その際に、具体的な人間像というのをどう捉えていくかという際には、抽象

的、一般的な消費者ということだけではなくて、もう少し具体的な特質に踏み

込んで、例えば、２つの層の消費者あるいはより多様な消費者ということを念

頭に、しかし、安心して取引できる、あるいはその取引したことを自分で引き

受けるための土壌を消費者契約法が支えるという点というのは、常に念頭に置

くべきではないかと考えております。 

 一方、２つ目の項目であります、デジタル・プラットフォームの問題につい

ては、やはりプラットフォームの提供事業者というのが、場の提供者という表

現が使われますけれども、恐らく単に場を提供しているだけではないというこ

とで、具体的にどういうものであるかというのは、これから検討していくとい

うことになりますけれども、既に出されておりますマッチングの話あるいは決

済を提供する、さらには、いわば基本契約も、ここがつくっていて、それぞれ

の主体を支えているという面がございますので、単純な第三者が場を提供して

いるということではないというのは、共通理解だとは思いますけれども、改め

て、その中身というのを考えていく必要があると考えております。 

 以上です。 

○山本座長 続きまして、垣内委員、お願いいたします。 

○垣内委員 垣内でございます。 

 私は民事訴訟法を専攻しておりますので、関心の中心的な部分は裁判手続と

いうことになるかと思います。 

 ただ、これは研究会の報告書でも指摘されていたことですけれども、実際に

は多くの消費者紛争、圧倒的な多数は裁判外で何らかの対応がされているとい

うことですので、そのことについて常に留意をしていく必要があるのかなと感

じております。 

 ですので、各種の規定等を見直していった際に、裁判はもちろんですけれど

も、その他の様々な紛争への対応の場面で、そのことがどういう影響を与えて

いくのかといった点に常に注意を払いつつ、考えていく必要があるかなという

のが１つです。 

 内容的には、私の専門分野の関係から申しますと、今回、検討の課題として

挙がっております点のうち、とりわけ平均的な損害の額の立証負担の問題とい

うものが、私の専門分野からは関連が深いところになるかなと思いますので、

とりわけそのあたりについての議論に参加させていただくことになるのかなと

考えております。 

 その際、基本的な視点といたしましては、やはり、消費者契約法を初めとす

る実体法が、実体法のレベルでどのような政策判断をしていて、どのような規
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律を実現していこうとしているのかという観点が、やはり出発点となると思わ

れますので、一方で実体法が何を規律しているのか、平均的な損害というのは

何なのかというようなあたりを明確にしておくということが必要であると思い

ます。 

 また、実体法レベルの政策判断といたしまして、現在ですと、９条１項とい

う規定があり、判例上は平均的な損害については、これは消費者の側で立証責

任を負うという考え方がとられているということですけれども、実体的な規律

のコアの部分というのが、要するに、事業者は平均的な損害しか請求できない

のであるということだと仮に考えたといたしますと、論理的には、事業者の側

で平均的な損害を立証した上で、初めてそれが請求できるという実体法ルール

というものも考えることができるわけですけれども、現在の消費者契約法は、

そういう立場には立っていないということなのだろうと思います。 

 そのことの意味は、合意がされていること、条項において具体的な金額が合

意されているということに、一定の法的な意義を認めているということかと思

いますので、そういった条項があることによって、いわば、平均的な損害の額

の立証責任を消費者に出発点として転換しているというような捉え方もできる

のかなと思いますので、そういった出発点を取ったときに、どのような立証負

担の軽減が可能なのかという問題を考えていくということになるかと思います。 

 他方で、しかし、この検討会は消費者保護契約そのものの見直しを検討課題

としているものでもありますので、場合によっては、現状で出発点とされてい

る実体法上の実体法レベルの価値判断というもの、それ自体を見直す必要がな

いのかどうかというあたりも、議論の射程から完全に排除されるということで

はないのかなと思いますので、その両者のフィードバックの中で、あり得る規

律を考えていきたいと感じております。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 河村委員、お願いいたします。 

○河村委員 経済学の専門ということで、大学で法と経済学という講義を担当

しておりまして、その観点から、経済学的に見て、こういったディスカッショ

ンがどう見られるかということを中心に話をできたらなと思います。行動経済

学も含めてということになります。 

 まず、「つけ込み型」、それから消費者が合理的な判断をすることができな

い事情、判断力低下、「浅慮」、「幻惑」等についてですが、経済学というの

は、どういう場合に取引が効率的に行われるのかという取引の効率性というも

のがとても大事になってきます。 
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 取引が効率的に行われるための最低条件は、消費者にとって支払額が期待便

益の金銭価値を下回っているか、つまりは、俗にいうウィリングネス・トゥ・

ペイが中心になってきます。 

 そうすると、つけ込み型勧誘に関しては、そもそも消費者がどのような場合

に期待便益の金銭価値というのを判断できないのかというふうな考え方となる

と思います。 

 ですので、その個々の事例に行く前に、我々としては、経済学的な観点から

すると、まず、そういう効率的な取引をするための前提条件が失われてしまう

と、それはいけない。 

 それは、どういう場合に起こるか、特に消費者がそういう判断、期待便益の

金銭価値を計算できないということはどういう場合かというような見方をして

いくということで、これからの発言も、そういう観点に、ある意味ざっくりと

した、ある意味少し鳥瞰的なというか、そういう形で発言できたらなと思いま

す。 

 あと、平均的な損害額の点についてですが、気になったのは、そもそも損害

の定義ですね。損害というのが、法と経済学の世界では、いわゆる履行利益、

契約がちゃんと全うされたという状況と比べて、例えばキャンセルが起こった

場合に、その差を損害と呼ぶのか、それとも、キャンセルされた状況と、そも

そも契約が存在しなかった状況と比べて、それを信頼利益と言ったりするので

すけれども、リライアンスダメージと言ったりするのですけれども、そういう

意味での損害を計算するのか、その平均的な損害額というのもいいのですけれ

ども、そもそもその損害の定義というのが、損害というのは必ず参照点があっ

て、それに比較して損害というのは計算されるべきだと思うので、その参照点

というのを、もう少しはっきりすると経済学的には定式化がすっきりするかな

と思いました。 

 サルベージ条項については、これも、ある意味では期待便益の金銭価値を計

算するのは難しくなっていると。これは契約条項の事前開示もそうですけれど

も、全般的にどれだけの金銭の支払う価値があるのかという判断に、消費者の

側の「浅慮」なり判断力低下、それから、そういう判断をさせるために、事業

者が十分な情報提供をしているかというような見方に、行動経済学ではなって

くると思いますので、そういう観点から今後発言していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 楠委員、お願いいたします。 
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○楠委員 楠と申します。よろしくお願いします。 

 OpenIDファウンデーション・ジャパンのOpenIDというのは、いろいろなプラ

ットフォーマーでよく使われているIDの連携の技術になるのですけれども、認

証する部分というのは、当然、行動ターゲティング広告でも広く関わってくる

部分でもありますし、大体IDの登録のところを初めとして、約款をどう表示す

るかとか、あるいは、そこでとった同意が有効であるかというようなところは

非常に重要な論点でありまして、２年前までは、５年ほど国内のプラットフォ

ーマーにおりましたし、この前、海外のプラットフォーマーにおりましたので、

どちらかというと、法律や経済の観点というよりも、ITで今どのようなことが

起こっていて、技術的にはどのようなことをやり得るのかというようなところ

で、知見を提供できるのではないかと思っております。 

 私自身、２年前に国内のプラットフォーマーにおけるプライバシーポリシー

の大規模な改定等をやったことがあるのですけれども、これもなかなか難しい

のが、細かく書けば書くほど読んでもらえない、そうすると概括的に書くので

すけれども、曖昧に書けば書くほど、プラットフォーマーにとって有利になる

部分と、そして、一個一個掘り下げて知りたい方向けに個別に説明を用意した

ときに、これが果たして契約の一部となるのか、それともヘルプというか、い

わゆる説明の一部となるのも含めて、恐らく消費者がこれをぱっと見て認識し

ていることと、そのプラットフォーマーが法的リスクを考えてやっていること

との間のギャップというのは、かなり大きいものがあるのかなと思っておりま

す。 

 私自身、やはり電子商取引とか日々使っている中でも、出張の準備をすると

きに、旅行サイトとかを見ると、今このページを何人見ていて、早く決めない

と値段が変わってしまいます、あと何個ですよというようなこととか、いろい

ろな「つけ込み型勧誘」かどうかわからない、本当に見ているのかもしれない

ですし、サイトによっては、でたらめな数字を入れて焦らせてしまうようなと

ころもあったりする。 

 困ったことに、一人一人に対して見せているページが違いますし、それが、

うそか本当なのかということを、後から検証するのも非常に難しい世界だと思

うのです。 

 そういった点で、まず、技術的に何ができるのかということと、実際どこま

でどういうことが行われているのかというのを外形的に検証することが非常に

難しい中で、どういうローエンフォースメントがあり得るのかとか、そういっ

たルールによって、どれだけ実際に消費者の方を救ったりですとか、不公正な

取引にそもそも気がつくことができるのかというのは、非常に多くの課題があ
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るとは思うのですけれども、技術的なところで貢献ができればと考えておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、小浦委員、よろしくお願いします。 

○小浦委員 小浦でございます。 

 私は、全国消費者団体連絡会の常任理事と、それから東京消費者団体連絡セ

ンターの事務局長という立場で参加をさせていただいております。 

 法律にそんなに詳しくない一消費者ですので、消費者の立場から発言させて

いただきます。 

 本日は３点発言させていただきます。１つは、いわゆる「つけ込み型勧誘」

についてですが、前回の改正では、不安をあおる告知等の「つけ込み型勧誘」

の取消権規定が創設されましたけれども、やはり合理的判断ができない事情を

不当に利用した勧誘による被害は、高齢者や若者にまだまだ、様々な形で発生

しています。 

 研究会の報告書にあります11ページの事例の１、２のように、判断力の低下

した消費者の救済をより手厚くするために、判断力が著しく低下した消費者が

不当な内容の契約を締結した場合には、消費者の取消権を設けることを検討し

ていただきたいと思います。 

 また、12ページの事例４のように、結婚を意識し、勧誘者を信用して不動産

を購入した被害の事例が出ておりますけれども、契約の本質部分は十分に検討

させず、消費者、この場合は、相手方の女性ですけれども、期待や高揚感をあ

おる行為は、事業者の一定の行為により、「浅慮」ですとか「幻惑」がつくり

出されたとも言えますので、こういう事例が救済されるような検討が、今後さ

れるよう期待をしております。 

 本日、平尾委員が意見書を出していただいておりますけれども、いろいろ事

例を挙げて包括的な規定が必要だと書かれてあります。 

 私も消費者として、ぜひ、不当勧誘そのものに関する包括規定が、この場で

も議論して入るよう、皆さんで検討をお願いしたいところであります。 

 ２つ目なのですけれども、平均的な損害の額の立証負担の軽減です。 

 今までも委員の方が、いろいろ損害額の算定方法とか発言されましたけれど

も、消費者としましては、立証責任の転換ができないかなと思っております。 

 今回、研究会の中では、このことは俎上に上がっておりませんけれども、ど

うしても、ここは消費者が立証責任を負うということは、腑に落ちないところ

でして、少しでも、ここのところ、議論が進めばいいなと思って参加をさせて
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いただいております。 

 ３つ目ですけれども、デジタル・プラットフォームの検討会の説明がありま

したけれども、私といたしましても、プロファイリングに基づくターゲッティ

ング広告、これもパソコンですとかスマートフォンを使っておりましたら、本

当によく目にするものでして、こういったものも、何度も何度も挙がってきて

おりますと、やはり消費者の「浅慮」を招くことの一因にもなるのではないか

と思っております。こちらの検討も、ぜひお願いしたいと思っております。 

 私は一消費者として参加させていただいておりますけれども、安全で安心な

契約ができるような、そういう環境をつくるのは、消費者契約法の１つの役割

でもあると思っておりますので、そういった観点からも、今後発言をさせてい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、髙橋委員お願いします。 

○髙橋委員 髙橋でございます。 

 私は、商法、商取引法、金融法等を専門にしておりまして、先の専門技術的

側面の研究会でも、大変勉強をさせていただきました。 

 私の分野では金融商品の販売に関する業者側の義務といったことが、消費者

契約法とどのように関わってくるのかというところに、興味を持って勉強して

おります。 

 特に金融商品販売の世界では、かなり詳細な業者の情報提供義務みたいなも

のが、既にいろいろな形で規定されているのではありますけれども、これは私

どもの認識では、金融商品販売であるから、金融商品というものの特性からと

導いていたところがございまして、消費者法一般として、どの程度の情報提供

が必要か、あるいはできるのかといったことが、どの程度パラレルに論じられ

るかということが難しいところかと思っております。 

 これらの話は全て業規制の中で論じられてきたことでございまして、今回、

裁判規範である消費者契約法において、どのような形で取り込むのかというこ

とが議論になるかと思います。 

 先の研究会でも、様々な取り組み方を検討いたしましたけれども、なかなか

よいプラン等は出てきにくいという部分もありまして、今後の課題かと思って

いる次第でございます。 

 また、今回デジタル・プラットフォームにつきましても検討するということ

ですが、従来、この問題は、商法の分野に関わるとすれば、外観法理として、

つまりデジタル・プラットフォームの提供者の側が何か責任を取るべき説明と
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して、そのような外観を提供したから消費者の信頼というものを保護すべきで

ある、というような説明の仕方をしていたかと思います。商法では、名板貸責

任というのをよく使っておられたように思うのですが、ここは外観法理よりも、

正面からデジタル・プラットフォーマーの、何らかの設備の設置義務といった

ものを勘案しなければ、余り建設的な議論にはならないのではないかと思って

おりまして、その辺りが難しい問題であると認識しております。 

 また、取引の範囲です。デジタル・プラットフォームと申しましても、いろ

いろなものがプラットフォームになっておりますので、これの範囲を画するの

も非常に難しいことであるなと感じている次第です。 

 このように課題の多い分野かなと感じております。微力ではございますが、

勉強してまいりたいと思います。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、坪田委員、お願いいたします。 

○坪田委員 公益社団法人全国消費生活相談員協会の坪田と申します。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

 私どもの団体は、全国の消費生活センターで相談対応している消費生活相談

員を主な構成員としている団体で、北海道から沖縄まで約2,000名の会員がおり

ます。 

 日ごろの相談対応業務で得た知識を生かしまして、行政の設置する消費生活

センターが休みの土曜日あるいは日曜日に週末電話相談を行っており、昨年は

約2,500件の相談を受け付け、あっせんもしております。 

 また、各地で幼児から高齢者までを対象としました、消費者教育、啓発も行

っております。 

 こういった中で、多様な消費者の実態、これを目の当たりにしております。

状況はそれぞれであっても、消費者が被害に遭う、これは、全く数は減らず、

むしろ増加し、また被害回復が困難になっているということは御案内のとおり

でございます。 

 PIO-NETというデータベースがございますが、それだけではなく、社会情勢の

変化と消費者の意識、それから消費者を取り巻く環境、これは家族関係も含め

てでございますが、こういったものの変化を肌で実感しております。 

 高齢化、情報化、国際化、更には成年年齢の引下げがございます。また、若

年者の方、特にこの被害に遭われるのはSNSを入り口とした取引、また、フリマ

アプリを利用した取引もあります。インターネット取引は多くの世代がしてい

まして、名板貸し的な部分が、このプラットフォーマーにはあると感じており

ましたが、この名板貸し的な状況の中で多くの方が取引をされているという状
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況です。この大きな社会変化に、長らく相談員をしておりますと、感慨深く法

律との整合性ということを感じております。 

 消費者契約法なのですけれども、その多様な消費者の脆弱な部分を埋めるよ

うな形で対応していかないと、要件の当てはめができず、活用することができ

なくなると考えております。 

 一方、個々の脆弱性を埋めるためには、ますます消費者像が多様化する中で

は限界があると感じております。 

 こういった中では、やはり不当勧誘に対する包括的な形で契約から離脱でき

るというルールが１つないと、相談現場で活用して、消費者の被害救済には結

びつけることができないのではないかと感じております。 

 消費者の取引を見ておりますと、多分に経済的な行為なのですが、人の心と

結びついた行為であると感じております。 

 そして期待と不安というのは、表裏一体のものであって、高齢者、若年者と

分けて考えがちですけれども、根底の部分というのは非常に似ている部分もあ

るかと感じております。 

 これまでの消費者契約法の改正で、残された課題が今回残っておりますので、

慎重な議論が求められていることは認識しておりますが、現代の取引実態に適

合した形で、民事ルールが明確化されることは、取引双方にとって不要なトラ

ブルをなくすことができるのではないかと、私は期待をしているところがあり

ます。 

 平均的な損害ですが、この損害が何であるかが、双方にとって共通認識がで

きていない。その中で、この損害額がどうであるのかということを、幾ら話し

合ってもなかなか結論が導き出されないような状況があると感じております。 

 また、損害がこういう形であるのですよと言われたとしましても、消費者側

に情報がありませんから、それが真実であるかどうか、これはなかなか難しく

て、最終的には、立証責任の転換を図っていかない限りは、解決できない部分

だと認識しております。 

 消費者契約法は、裁判における活用のみならず、法律の考えを根拠にして、

消費生活相談の現場では、あっせん交渉をしておりますので、ここでも活用で

きる法律だと考えております。 

 あっせん交渉という行政型ADRで使う場合も、やはり問題の取引であるという

ことを主張した際、この法律があるとないとでは、非常に力が違ってきている

ことは、消費者契約法が改正されていく中で感じているところでございます。 

 相談を通して消費者の行動、消費者を取り巻く環境、それから相談解決への

道のりなどについて、御紹介できればと思っております。 
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 よろしくお願いいたします。 

○山本座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、遠山委員、お願いいたします。 

○遠山委員 経団連の消費者契約法改正検討ワーキンググループで委員をして

おります、日本生命の遠山でございます。よろしくお願いいたします。 

 総論として意見を２点、あと関連して1点御質問ができればと思っております。 

 まず、いわゆる「つけ込み型勧誘」に関する規律です。 

 いわゆる「つけ込み型勧誘」に関する規律を検討するに当たっては、客観的

に判断可能な具体的な要件とすることが重要であり、特に具体的に事業者の行

為が不当なものを対象とする必要があると考えております。 

 以下、報告書の考え方Ｉを例に理由を申し上げます。 

 報告書では、判断力の著しく低下した消費者に関する規律が提案されていま

す。 

 この点、令和２年の認知症高齢者数は600万から620万人とされる一方、平成

30年の成年後見制度利用者数は約21万人とされており、認知症に罹患している

高齢者、すなわち、一般的に判断力が著しく低下している場合に該当すると消

費者契約法の逐条解説でされているものの、成年後見制度を利用されていない

方というのが600万人弱おられ、これら、意思決定に関して支援を必要とされる

方が、今後は更に増加すると考えられます。 

 一方、政府の高齢社会対策大綱に基づき、例えば、成年被後見人等に関して

は、ノーマライゼーションの観点から、いわゆる成年後見制度適正化法や、会

社法などにより、権利制限措置の見直しが進められています。 

 また、例えば、高齢投資家の保護については、金融審市場ワーキング・グル

ープ報告において、「金融ジェロントロジー等の学問的見地を取り入れる」、

「認知症の人が今後増加することを踏まえれば、一定程度の認知・判断能力の

低下を社会全体として包含しうる仕組みづくりが求められている」とされてい

ます。 

 認知症施策推進大綱は、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる

社会を目指すとしていますが、高齢者にとっても経済活動は必要不可欠です。 

 取消し等の重大な効果をもたらす規律を検討するに当たっては、判断力が著

しく低下したなどの消費者側の事情だけでなく、そのことを事業者が知り、か

つ、その状態を不当に利用していると、そういう事業者側の行為態様に関する

要件も設定することで、消費者被害の回復と認知症の方々などへの意思決定支

援などとのバランスのとれた規律となると考えております。 

 高齢社会対応の取組の中には、緒についたばかりのものもありますが、医療、
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福祉、介護従事者が中心となる意思決定支援や交通、小売、住宅など、多様な

事業者が参加している認知症バリアフリー、そして金融ジェロントロジーなど

の取組に支障の生じることのない、またそれらとともに総合的に高齢社会対応

を推進する規律とすることが重要と考えております。 

 最後に、オンライン取引における消費者保護に関する規律です。 

 消費者に関するコンピュータ技術を用いた取引には、暗号資産のように、商

品、サービス自体が、AI、ITなどの新しい技術に基づくものから、例えば、食

品、書籍等の、いわゆるインターネット通販のように、対面取引と同じ商品、

サービスについて、オンライン上の手続により取引を行うものまで、また、デ

ジタル・プラットフォーム企業が介在するものから、個別の事業者が自らのホ

ームページ上で行うものまで幅広く存在しています。 

 したがって、デジタル・プラットフォーム企業が介在する取引に係る新たな

規律を検討するとしましても、その検討に当たっては、どのような契約を、ま

た、どのような形で規制するのか、監督規制か民事ルールか、民事ルールを含

むとして、消費者契約法か、特定商取引法か、電子消費者契約法か、また新法

なのかなどについて、対面取引との関係、また、政府のIT政策やSociety5.０の

実現に向けた取組、更には、別途行われております、消費者のデジタル化への

対応に関する検討会の議論なども踏まえて、慎重に検討をする必要があると考

えております。 

 この点に関し、デジタル・プラットフォーム企業が介在する取引について、

この定義は明確にしていただきたいと考えておりますけれども、今回、特定商

取引法や電子消費者契約法など、既にインターネット取引に関する規律を有す

る法律ではなく、消費者契約法の見直しに係る検討からスタートする、その理

由について教えていただければと思います。 

 その他、各論については、次回以降に申し述べたいと存じます。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、西田委員、お願いいたします。 

○西田委員 私は、心理学が専門でございます。 

 特に社会心理学という分野で、法律とは余り縁がないように思われているか

もしれません。しかし、人間の行動というものは、どんな状況に、今、自分が

置かれているかという認知、そして感情といったものがありまして、そして、

もう一つの要因として、個人が、行動する人間が、どのような脆弱性を持って

いるかとか、あるいは知識や、つけ込まれるような状態にあったかとか、そう

いった分析から人間の様々な行動を分析し、例えばそれは行動経済学にもつな
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がる消費者行動の研究にもなるし、広告などによる社会的影響力というものが、

どのように私たちに、悪質なものも含めて影響を与えるのかということの検討

もしますし、また、犯罪に至った場合の被害者の心理といったものについての

検討もしております。 

 私は、特にその中でも、なぜ人が信じるのか、あるいは信じないという判断

をするのかという点のメカニズムについて検討してきたわけですけれども、そ

の関係で、民事訴訟や刑事訴訟の弁護あるいは意見を提供するというようなこ

とをしてまいりました。 

 特に、心理学というのは生物学とのつながりがありまして、一般に消費者心

理というものは、最小資源の最大活用化という原則に基づいて行われていると。

言い方を変えれば、節約の原理で人間というのは生きているのだという点が大

事かと思っているのです。それが恐らく法的な考え方の方々と一番違うところ

なのではないかなと、個人的には思っておりまして、つまり法的には不合理で

あるかもしれないけれども、生物学的には合理性があるというようなことがよ

くあります。 

 そういったことを私の視点から、思ったことを言えれば、この会議に参加す

る価値はあるなと思っております。 

 また、もう一つ、心理学は高度な統計的解析というものを特徴としておりま

して、そういう意味では、デジタル・プラットフォームの問題は、新しいテー

マではございますので、実験あるいはアンケート型の調査に対して、様々な統

計解析を駆使すれば、一般的な、表面的な統計よりも深いところの何か成果が

出せるのではないかと思っている次第です。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、平尾委員からお願いしますが、平尾委員におかれましては、事前

に資料４の提出がありますので、この資料の説明も併せてお願いいたします。 

○平尾委員 平尾嘉晃と申します。 

 立場といいますか、出自は弁護士でございまして、日本弁護士連合会からの

推薦ということで、参加させていただきました。 

 弁護士ではございますけれども、大学で教員もしておりまして、京都大学の

法科大学院で、民事弁護全般を教えております。 

 それから、今回の一連の消費者契約法改正が始まる前に、内閣府消費者委員

会で調査作業チームというのがございまして、そちらに参加しておりました。 

 ここからが意見といいますか、まずは研究会の報告書の作成のほう、ありが

とうございました。 
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 提案されている基本的な考え方については、賛成をしております。 

 実現に向けて、更に検討を進めていくべきと考えております。 

 ただ、何点か補足がございますので、今日はペーパーを出させていただきま

した。 

 時間がありませんので、骨子だけ説明いたします。 

 まず、「つけ込み型勧誘」についてですけれども、報告書では、要件のとこ

ろで、判断力の著しく低下したとか、生計に著しい支障を生じさせる契約とい

った限定がありますが、もう少し救済範囲を広げる必要があると考えておりま

す。 

 消費者の意向に合っていない、あるいは不利益を与える契約というのは、昨

今のかんぽ生命保険の事案、あるいはスマートフォン等の通信サービスの事案、

さらには、以前、内閣府の消費者委員会で建議されましたけれども、身元保証

契約という問題がございます。 

 さらには、高齢者の現場では、ガスとか電気とか、変更契約、これが実際に

不利益になっているといった多くの被害事例がございます。 

 これら被害者は、いずれも判断力の著しく低下したものに限定されるわけで

はございません。 

 また、内容となっている契約は、生計に著しい支障を生じさせる契約に限定

されるわけでもございません。 

 顧客ニーズに合わない契約が、事業者主導で締結されているという被害自体

が多数あります。こうした被害実態に即した、救済規定を検討する必要がある

と考えております。 

 例えばですが、判断力が不足している消費者に対し、そのような事情に乗じ

て、事業者が勧誘し、当該消費者の契約目的や動機と合致しない。いわゆるミ

スマッチ契約と呼んでいるのですけれども、こういった契約が締結された場合

の取消権が検討されるべきと考えております。 

 また、要件化に当たっては、平成26年の改正保険業法で導入された顧客の意

向把握義務というのが参考になると思います。あるいは契約内容の詳細につい

て、説明義務をもう少し加重していくといった、こういった要件化に向けての

アプローチも考えられると思っております。 

 それから、包括的取消権、研究会の報告書にある、困惑類型の包括規定とい

うのは賛成をいたしますので、ぜひ進めていただきたいと考えております。 

 ただ、更に進んで、困惑だけではなくて、誤認、つけ込み型勧誘全体を包括

する不当勧誘の包括規定も必要と考えております。 

 例えば、報告書では、「浅慮」というところで検討されているものですけれ
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ども、無料お試しなどの文句によって誘引されて、実は定期購入でしたという

ような事案です。 

 これは、「浅慮」という類型でもございますし、加えて、やはり誤認を生じ

させる欺瞞的な顧客誘引、表示の問題ですね。こういった問題も絡んでおりま

す。 

 それから、先ほどつけ込みで紹介した、かんぽ生命あるいはガスや電気の変

更契約の類型、これらは判断力不足につけ込んで、かつ、不利益をきちんと説

明していないという誤認も加わった複合的なパターンと思います。 

 このように、判断力不足につけ込んで、事業者の主導で契約に至る場合は、

多くは、先行行為というのは観念できないです。当然、こういう勧誘をする事

業者はうまくやりますので、先行行為に当たらないように避ける形ですね。す

き間をうまくついてきます。すると、現行の不利益事実の不告知は対応ができ

ないことになります。 

 このように、判断力の不足のつけ込み、誤認類型、困惑類型、これらが少し

ずつ介在して、全体として不当勧誘という事例は、今後いろいろなパターンが

生まれてきます。そのたびに、いたちごっこを繰り返すというのは、そろそろ

ピリオドを打つべきであり、全体の包括規定というのを検討すべき時期が来て

いると私は考えております。 

 最後に、９条の問題でございます。 

 立証負担の軽減について、制度を設けることは賛成です。ぜひ進めていきた

いと思っております。 

 ただし、先ほどからも問題になっておりますが、実務において問題となって

いるのは、必ずしも立証責任や立証の仕方だけではありません。 

 そもそも本件において何が損害なのか、すなわち、立証の対象、立証テーマ

が不明確であることが問題なのです。裁判実務が混乱というか、うまく機能し

ていない根本的な要因は、この立証の対象が不明確である点、ここに尽きると

私は考えております。 

 将来の逸失利益を無限定に含めること、これが問題だというのは、多分共通

認識だと思っております。 

 例えば、消費者の賃貸借契約において、中途解約をしましたが、期間満了ま

で賃料を全て違約金としていただきますというのは、これは常識的に考えて、

誰が見ても不当だと思います。現行の解約予告相場というのは、大体賃料の１

から２カ月分ぐらいだと思います。 

 こうした継続的契約の中途解約の場合、それから少し類型が異なりますけれ

ども、冠婚葬祭、結婚式場とかですが、大分まだ先のキャンセルをしたという
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のに、キャンセル金が取られる、役務提供が相当先であるにもかかわらず、違

約金が取られるという類型。 

 さらには、もともと定型で大量の取引が予定されていて、ある程度、一定数

の解約はあらかじめ見込まれて、料金というか、全体が成り立っているような

類型。多分、携帯電話契約などはこの類型に入るのかなと思っておりますけれ

ども、こうした契約類型毎に見てみると、逸失利益を無限定に含めることは、

やはりおかしい契約類型というものがあると思います。 

 したがって、一定の契約類型については、逸失利益を損害の対象としないと

いうことを明文で決めて、裁判実務の混乱を防止するというのが、私は必要だ

と考えております。 

 最近の例ですけれども、今年の６月に総務省が行った、行き過ぎた期間拘束

の是正に関する措置、いわゆる携帯電話２年縛り。 

 これの違約金が高過ぎるということで、是正を求めていることは皆さん御存

じのとおりだと思います。 

 これなどは、これまで裁判実務では手当できなかったのです。裁判実務では

救済が一切できておりません。裁判実務が機能していないというのは、すなわ

ち、現行法に問題があるからだと私は考えております。 

 何らかの規定の整備が必要であり、それをここでも、やはり検討すべきだろ

うというのが私の考えでございます。 

 それから、既に消費者団体の委員の方が言っておられた、立証責任を転換で

すが、これについても、やはり、再度検討するべきと考えております。 

 以上が私の意見でございます。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、山下委員、お願いします。 

○山下委員 山下でございます。 

 専門は民法でございます。 

 いろいろな委員から、いろいろな御意見をいただいていて重なる部分もござ

いますが、消費者契約法という法律については、私はやはり一般法に限りなく

近い特別法というような位置ではないかと思います。もちろん民法という取引

の一般ルールというものが定められておりますが、消費者契約に関する公正な

取引ルールというものを、消費者契約法が示すということは非常に重要なこと

ではないかと思っております。 

 そういう意味では、個別の特別法とは、別の役割というものを期待するべき

だと思いますし、それを読んだときに消費者契約の公正な在り方というのが、

どういうものかある程度わかるものであってほしいと考えております。 
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 そういう意味で言いますと、なぜ、その取引が不公正なのかがある程度明確

にわかるような、そこの規定の背後にある根拠がわかるような形で議論が進む

ことが期待されるのではないかと思います。 

 今まで委員からも御発言がありましたし、御報告にもありましたが、個別の

事例で、何となく不当だなということはわかるのだけれども、突き詰めて考え

たときに、どこが不当な感じを呼び起こしているのかよくわからない取引とい

うものもあるわけで、そういう場合に、ついて、なるべくわかりやすく、なぜ

この取引は不公正なのかということについての理由が、具体的に提示できると

いうことが、難しいとわかってはおりますが、必要かなと思っております。 

 それは、その理由が示せれば適用の限界も明らかになるということで、個別

の適用除外といったものを考えていく上でも重要ですし、それが特別法になる

のか、ガイドラインになるのか、あるいは消費者契約法の解釈になるのかとい

うことは、様々ではありますが、いずれにしましても、今後、もし、特に包括

的なルールなどをつくった場合に、そこには当たらないのだということを明確

に、事前にある程度わかるためにも、理由について議論をする必要があるとい

うことです。消費者契約法の役割や性格というものを考えたいという沖野委員

の御発言もありましたが、私も同じようなことを考えております。 

 もう一点は、これも既にあったかと思いますが、成年年齢の引下げとか、高

齢社会の到来ということで、多様な消費者というものが出てきて、平均的な消

費者像だけで契約ルールを考えていくというのは、もはや難しいという時代に

なってきているという点です。 

 そうした時代になっているということは、逆に言うと、消費者契約法を改正

してもしなくても、いずれにしても紛争は生じるということでございまして、

それに対して、我々が今、持っているルールだけで紛争解決しようと思うと、

より抽象的な、民法などの一般ルールで解決をしていかざるを得ないことにな

ります。 

 そのときに、恐らく事業者の側も、素朴な自己責任論だけでは対処し切れな

いといいますか、単に契約にサインをしたからとか、あるいは同意のクリック

を押したからというだけで、全て責任を免れるという時代では、恐らくなくな

っていくだろうと思います。 

 そういう意味で言いますと、ある意味、消費者契約法である程度明確なルー

ルをつくるということが、事業者が適切な取引を行っている事業者を守るため

の立法にもなるのではないかと思いまして、そういう意味で、今回の会議に非

常に期待をしているところでございます。 

 以上です。 
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○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、山本和彦委員、お願いします。 

○山本和彦委員 時間もないようですので、簡単に３点だけです。 

 第１に、私自身、この研究会に参加していたわけですけれども、「つけ込み

型勧誘」については、必ずしも私の専門分野ではありませんけれども、そうい

う素人から見ても、かなり興味深い考え方が提示されているように思いました。 

その判断力の低下した消費者との関係では、親族等の第三者が関与することに

よって、取消しの可否を決するというような考え方であるとか、あるいは「浅

慮」、「幻惑」というような新しい切り口を提示した。 

 また、包括的な規定との関係では、各種業法の消費者保護規定等を参酌する

というような公法と私法を連携させるような規律の提案とか、私も参加してき

て、まだ、やや熟していない部分もあるようには思いますけれども、ぜひ、こ

の検討会、研究会自体は研究者だけで議論したものですけれども、様々な立場

の方がおられるこの検討会で、こういう提案がどう捉えられるかということは

ぜひ伺ってみたいと思います。 

 第２点は、私の専門に近い平均的な損害額の問題です。 

 この問題は、結局、消費者側は十分な立証の資料を持っていないので、事業

者側に損害額の根拠について十分な説明をさせ、資料を出させるというところ

が問題であり、そのために、立証責任の転換とか、あるいは推定規定とか、あ

るいは様々な資料提出を促す規定みたいな提案がされているわけですが、やは

り根本的な問題は、いろいろ伺っていると、やはり企業秘密の問題なのではな

いかと思っています。 

 結局は、損害額を説明するためには、事業についてのコスト構造とか、ある

いは利潤とかについての、やはり説明をせざるを得なくなって、それがやはり

事業者にとっては非常に高いハードルになっているのではないかという印象を

持ちました。 

 そこをどうやって解決するかというところが、どういう仕組みを取るにして

も問題になるのかなと思っています。 

 この提案の中でも、相手方を、守秘義務を負っている適格消費者団体に限定

するとか、訴訟の中で、場合によっては秘密保持義務というようなものを課す

とか、そういうような提案がされていますけれども、そういうような形で解決

できるのかどうかということを考えていく必要があるのかなと思っています。 

 最後に、プラットフォーマーの問題ですけれども、これも私の専門との関係

で言えば、やはりプラットフォーマーというのは、取引の場を提供しているわ

けでありますので、その取引の場が適切に機能するように整備する義務を負っ
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ているのではないかと思っています。 

 それは、取引がうまくいく場合は当然ですけれども、うまくいかない場合、

そこに紛争が生じた場合には、その紛争解決というものに対しても一定のコミ

ットを負っているのではないかと、私は思っています。 

 最近、アメリカでは紛争解決デザインというような考え方も提示されている

ようですけれども、そういうプラットフォーマーがどういうような仕組みで、

その紛争解決の仕組みを用意するのかということを、やはり考えていただくべ

きであると思います。 

 ただ、一部の事業者、プラットフォーマー等の中には、紛争解決には自分た

ちはタッチしないと、自分たちは間をつないでいるだけなので、紛争が起こっ

た場合は、顧客同士で解決してくださいというような態度を示されるところも

あるやに伺いますけれども、それが、仮に契約になっているとすれば、そうい

うものは問題ではないかと、私は思っていまして、それは消費者契約法の枠内

で解決できるか問題がどうかというのはわかりませんけれども、そのような問

題意識を持っているということです。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 それでは、渡辺委員お願いします。 

○渡辺委員 アジアインターネット日本連盟の渡辺と申します。 

 まず、アジアインターネット日本連盟でございますけれども、2013年の９月

に設立された団体でございまして、インターネット産業の健全かつ持続的な成

長に資する政策提言のために、皆様、よくおなじみの企業が18社ほど入った団

体で構成されております。 

 ３点ほどコメントを手短に申し上げます。 

 まず、１点目でございます。 

 恐らく私は、デジタル・プラットフォーマーに関する意見を述べるように期

待されているかと思いますので、それに基づいた３点を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、１点目はデジタル・プラットフォーマーのプラスの面も、ぜひ御認識

いただきたいと思っております。 

 消費者の方々が安心・安全に取引ができる場を主要なプラットフォーマーは

提供しようと努力をしておりますし、むしろそういったことを消費者のほうか

らも見える形で、消費者の方も、このプラットフォーマーであれば安心だろう

ということで、そこを御利用いただいているという環境があるかと思いますの

で、もし、プラットフォーマー側がそういった努力を怠った場合には、負のス
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パイラルが働きまして、消費者の方々の信頼が一気に失われて、そのプラット

フォーマーの事業が成り立たなくなるということはよく自覚しているかと思い

ますので、プラットフォーマーの自主的な努力、例えば、消費者の方の保証制

度を自主的に設けるとか、法令以上の取組をしている事業者もございますので、

そういったプラスの面を、ぜひ、まず御理解いただきたいと思います。 

 ２点目は、本日冒頭に坂田審議官のほうから大変心強いコメントをいただい

たのですけれども、その研究会では、法技術的な面の御検討をいただいて、こ

の場では、むしろ実態に即した深掘った議論をしてほしいというような趣旨の

御発言だったと思うのですけれども、そういう意味で、ぜひ消費者トラブルと

いう面と、それからプラットフォーマー側の事業の実務の面という、両方の面

で、事実関係に基づいた細かい実務的な議論を、ぜひさせていただきたいなと

思っております。 

 そういう意味で、今日、資料３－１でトラブルの事例の御紹介はあったので

すけれども、こういったもの果たして、これから立法事実として、議論するに

足るような内容の事例というものが社会的な問題になっているのかどうなのか

とか、あるいはそのデジタル・プラットフォームに特有の問題なのかどうなの

かということを、より細かくトラブル面では見ていく必要があると思いますし、

その事業者側の事業もBtoB、CtoCあるいは広告いろいろなサービスがございま

す。 

 この検討会の構成を拝見しても、インターネット関係の事業者の数が非常に

少ないですので、より複数のほかの事業者の方々も呼ぶような形で、ぜひ運営

していただければなと思います。 

 ３点目でございます。 

 今の２点目のお話とかかわるのですけれども、ここで議論を２回目以降、深

めるに当たりまして、一体どのようなデジタル・プラットフォームにかかわる

サービスが問題なのかということを、具体的に念頭に置きながら議論をしたほ

うが建設的なのかなと思っております。 

 といいますのは、非常に悪質な事業者によるサービスを念頭に置かれている

のかどうなのか。今、スライドに出ております資料３－１の８ページは、一部

そういったものも含まれているように拝見しますし、かなりのものがデジタ

ル・プラットフォームとは、特に直接関係のないようなものも入っているよう

にも見受けますので、具体的にどのようなサービス、悪質な事業者に関する何

か議論をされるのかどうなのか、それとも何かよりよいサービスを、より安心

して安全なサービスを消費者の方が享受できるようなことを議論する場なのか、

もしそうであれば、それは法改正ということではなくて、何かベストプラクテ
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ィスの共有ですとか、そういった観点で議論をしていただければなと思ってお

ります。 

 そういう意味で、資料の３－２の２ページ目に、本検討会で今後御議論いた

だきたい事項というのがあったのですけれども、時間の関係がありますので、

今日個別に一つ一つコメント申し上げることは避けますけれども、ここに並べ

られております、今後議論されるべきであろうと思われる項目と、消費者トラ

ブルで、今日御紹介あったものとの間にギャップがあるのではないかと感じて

おります。 

 実際、利用規約の問題ですとか、サルベージ条項ですとか、差止めの在り方

ということで御提案をいただいているのですけれども、これらに関連する消費

者トラブルに関して、今日御説明があったとは、ちょっと理解が及ばないとこ

ろがございまして、こういった点についても、次回以降、深掘った議論をさせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 既に時間が参っておりますので、私のほうからは、大変恐縮ですけれども、

１点に絞って、考えていることを述べさせていただければと思います。 

 2016年と2018年に消費者契約法の改正が行われました。その検討の際にも、

私は似たような立場で関わらせていただきました。様々な御意見がある中、大

変な努力をして、何とか立法の提言をまとめた次第です。 

 しかし、今日の参考資料にもありますように、国会において非常に詳細かつ、

期限を切るような形で附帯決議がついています。これはやはり、喫緊の課題に

ついて、なお十分な立法にまで至っていないという立法府からの意思表明だろ

うと思います。その意味で、これは大変重く受けとめなければならない事だと、

私自身思っています。 

 それだけに、今回、このような検討する機会を改めて設定していただいて大

変うれしく思うと同時に、さきほど伺っていましても、多様な意見がある中で、

今回もまた大変な努力をして、できる限り、このような附帯決議を必要としな

いような形で、提言ができればと願っているということのみを申し上げておき

たいと思います。 

 皆様から御意見いただきまして、ありがとうございました。 

 事務局からございますか。 

○加納消費者制度課長 遠山委員から御質問を頂戴しておりましたので、それ

も併せてなのですが、プラットフォーマーの検討に関して、消費者契約法とい

いますか、こちらの検討会で検討する理由は何かというような御質問であった
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かと思いますが、プラットフォーマーの問題につきましては、消費者契約法だ

けがアプローチの仕方であるという認識ではなくて、消費者庁が所管している

ツールで申しますと、特商法でありますとか、表示規制の景品表示法でありま

すとか、外山委員も御指摘いただきましたけれども、電子契約法というのも消

費者庁が所管しておりますので、そういったものでありますとか、様々なツー

ルを総動員して当たるべき問題と、このプラットフォームの問題は、最近の取

引形態がどんどんデジタル化していく中で、今後の消費者取引といいますか、

そういう中で、もう看過できない存在であると、その傾向は今後ますます強ま

っていくのではないかと認識しておりまして、消費者政策の１つの重要な柱で

あると、消費者庁としては認識をしております。 

 そういう意味で、消費者契約法あるいは消費者契約に関する規律といいます

のは、そのツールの１つにすぎないと思っておりまして、特商法でできること

もあると思います。通信販売規制その他、行政規制がございますので、そうい

うのもあるし、景表法でできることもあると思います。 

 また、自主ルールのお話もございましたけれども、そういった自主ルールに

委ねるという選択肢ももちろん十分あり得ると思っておりまして、そういった

様々なツールをいろいろと組み合わせることによって、ベストミックスという

御意見もございましたけれども、そういうことで対処していくものと。 

 その関連で、最後、渡辺委員から事例との関係というのは、当然意識しなけ

ればならないのですが、資料３－１で御紹介しました幾つか事例のうち、どこ

までが消費者契約法で受けとめるかというのは、当然これは整理が必要であり

まして、例えば、模倣品とか債務不履行とかの問題は、実体法で申しますと、

債務不履行責任を追及するだけの話になろうかと思いますが、他方で山本和彦

委員がおっしゃったみたいに、紛争解決が図られているのかという問題意識を

持たなくてはいけないと。 

 これは、現にプラットフォーマーの検討会でも、特にCtoC取引が進展する場

合に、相手方の売り主である消費者の所在がわからないがゆえに紛争解決に至

らないであるとか、あるいは外国企業が相手方になる場合に、訴訟手続がうま

く進まないから紛争解決が進まないとか、そういった手続法の分野に関する問

題意識も示されたとこでございまして、そういった検討は、必ずしも消費者契

約の、この検討の場ではないかもしれませんが、やはりそういうところに支障

があるのであれば、それはそれで別途検討する必要があるだろうと。 

 １つだけ資料の中で、消費者契約法の今回の議論で関連し得るのは、チケッ

トの転売サイトの、購入を急がせるというのは、似たような議論を既に研究会

でもしておりますので、そういうところが関係してくるのではないかというこ
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と。 

 あと、いろいろとプラットフォーマーの規約を見ておりまして、それはまた

資料としてお示しできればと思いますけれども、従来から言われているサルベ

ージ条項でありますとか、規約の変更の条項、これらは、私ども見る限りは、

よく見られます。それはどうなのかと。それはプラットフォーマーに限る議論

なのか、それともプラットフォーマーに限らない議論なのか、限らない議論で

あるとすれば、消費者契約一般に関する規律としてアプローチするという考え

方も十分あり得るというところでございますので、いずれにしましても実態を

踏まえた上で、消費者契約法は消費者契約法でできることをすると。 

 特商法、景表法、その他の法令でできることは、それですると、できない場

合には新法になるかもしれませんし、自主ルールに委ねるということになるか

もしれませんが、そういった形で検討していきたいということでございまして、

遠山委員からの御質問に対しては、別に消費者契約法だけが先んじてというわ

けではなく、特商法、景表法も当然、その検討を消費者庁としてはやるという

認識であります。その中で、消費者契約法としても、やるべきことをやるとい

うつもりであります。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 既に予定の時間が過ぎておりますので、このあたりで議論を切り上げたいと

思います。 

 今後の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【６．閉会】 

 

○加納消費者制度課長 本日は、いろいろと御意見を頂戴いたしまして、あり

がとうございました。 

 次回の日程ございますけれども、年を越しまして来年１月27日、月曜日15時

半から17時半で、本日と同じく、この中央合同庁舎４号館４階の共用の第４特

別会議室、こちらでございますけれども、予定してございます。 

 年末の慌ただしい時期にかかわらず、御参加いただきまして、大変ありがと

うございました。 

○山本座長 ありがとうございました。 

 なお、本日の議論につきましては、運営要領に基づき、事務局と私で議事録

を作成し、委員の皆様に御確認をいただいた上で公表したいと考えております。 

 本日は、お忙しいところ第１回検討会に御参集いただきまして、ありがとう

ございました。今後もよろしくお願いします。 
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 あと数時間しかクリスマスイブを楽しむ時間は残っておりません。大変申し

わけありません。どうか、よいお年をお迎えください。 

 それでは、これで第１回検討会を終了します。 


